
広尾町

産後ケア事業
退院したけど、「体や心が辛い」「育児が不安」「授乳がうまくで

きているかわからない」など、お母さんの心身のトラブルや赤ちゃん

との生活で気になることなどありませんか？？

産後ケア事業とは、助産師がご自宅を訪問し、退院後のお母

さんと赤ちゃんの状況に合わせたケアを行うサービスです♪

産後のお母さんと赤ちゃんのご利用をお待ちしています🌻

内容

①お母さんの心身のケア
②授乳に関する相談
③育児に関する相談
④その他、お母さんや赤ちゃんに
必要なケア

対 象

産後１年未満のお母さんと赤ちゃん

お問い合わせ先
広尾町健康管理センター

TEL: 01558-2-5122

利用時間・回数

１回 ２時間以内

５回まで利用可

利用料金

１回 １,６５０円

＊非課税世帯、
生活保護世帯は無料

助産師紹介

いのちのもり合同会社

前川 泉 助産師

三浦 智奈美 助産師

ご利用方法は裏面をご覧ください！

＊里帰り中の方もご利用できます！（十勝管内に限る）



ご利用の流れ

広尾町健康管理センター

住所：広尾町公園通南４丁目１

電話：０１５５８－２－５１２２

受付：月曜日～金曜日（土日祝日・年末年始を除く）

午前８時３０分～午後５時１５分

お問い合わせ・申請先

妊娠中から

申請できます！

※利用をキャンセルする際は、

利用日前日１４時までにメールで

必ずご連絡ください。

連絡なくキャンセルをした場合、

キャンセル料（５，０００円）が

発生します。

①利用の申し込み

申請書を健康管理センターに提出します。

体調等で来所が困難な場合は、保健師による訪問対応も可能です。ご相談ください。

＊申請書様式は広尾町ホームページからもダウンロードできます。

②利用の決定

広尾町から利用承認通知書、利用証が発行されます。

③予約

利用証に同封されている予約専用アドレスに利用希望メールを送信します。

助産師から返信がきたら、訪問日の日程調整をしてください。

※直接、助産師との調整になります。

④利用

予約日に助産師がご自宅を訪問します。

⑤利用料金支払い

後日、広尾町より利用料金の納付書が届きます。

支払い期日までにお振込みをお願いします。

🌼広尾町ホームページ🌼


